
 

 

 

政策会議付議事案書（令和６年１月１５日） 

                            提案課名 高齢介護課  

                            報告者名 陶山 茂   

事案名  秦野市介護保険条例の一部を改正することについて 

   有 

資料 

   無 

目
的

・
必
要
性 

 令和６年度から３か年を計画期間とする第９期高齢者保健福祉計画・介護保険

事業計画（以下「第９期計画」という。）の介護保険料等を改定するため、秦野

市介護保険条例の一部を改正するものです。 

介護保険料の算定に大きく影響のある介護給付費は、介護報酬改定及び高齢者

人口の増加等に伴い、年々増額傾向にあることから、介護保険料の増額は避けら

れない状況です。 

改定に当たっては、なるべく介護保険料の上昇を抑制するため、介護保険給付

費等準備基金の取崩し及び保険者機能強化推進交付金などを活用するとともに、

介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、今後の介護給付費の増加を見据

え、所得再分配機能を強化する（標準段階の多段階化、低所得者の標準乗率の引

下げ、高所得者の標準乗率の引上げ等）ことで、影響が大きい低所得者の保険料

上昇の抑制（低所得者の最終乗率の引下げ）を図るため、介護保険料の算定に必

要な諸係数等をあわせて改定するものです。 

 なお、介護保険料の上昇を長期的な観点から抑制を図るため、介護予防事業の

充実、適正化事業の強化、収納率向上の推進などの事業に取組んでいます。 

経
過

・
検
討
結
果 

１ 介護保険料の所得段階数、基準所得金額及び所得段階の割合の改正 

(1) 令和５年１２月２２日  

厚生労働省老健局介護保険計画課・老人保健課通知発出  

・「第９期計画期間に向けた第１号保険料に関する検討について（見直し内容

及び諸係数）」 

・「第９期計画期間に向けた介護報酬改定及び制度改正に係る対応について」  

(2) 令和６年１月中旬 

 介護保険法施行令 一部改正の公布   

２ 介護保険料額について 

(1) 令和５年１０月２４日  第２回秦野市高齢者保健福祉推進委員会 

  (2)   〃  １１月１６日  市議会に第９期計画素案について報告 

(3)   〃  １１月１７日～１２月１６日パブリック・コメントの実施 

(4) 介護給付実績などを含め、国が示す方法により、第９期計画における介護

サービスの見込量を推計するとともに保険料基準額を算定 

(5) 令和６年１月９日    第３回秦野市高齢者保健福祉推進委員会 

議題４ 
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決
定
等
を
要
す
る
事
項 

次のことについて、秦野市介護保険条例の一部を改正するものです。 

１ 介護保険料の所得段階数、基準所得金額の改正 

  国が示す第９期計画における介護保険料の標準段階（１３段階）を参考に、

第９期計画では、従来、１３段階としている所得段階を介護保険料の抑制を図

るため、１６段階への多段階化を行うとともに、基準所得の区分を併せて改正

すること。 

２ 介護保険料の所得段階の割合の改正 

(1)「低所得者の標準乗率の引下げ」 

   消費税増税に伴い、平成３０年度から国標準に合わせ、実施している第１

段階から第３段階の低所得者を対象とする標準乗率の引下げを、第９期計画

では、物価高騰などの影響を配慮し、低所得者軽減の強化を図る必要がある

ことから、国標準に合わせるため、さらに「低所得者の標準乗率の引下げ」

を実施すること。 

(2)「高所得者の標準乗率の引き上げ」 

低所得者の保険料上昇を抑制する観点から実施する「低所得者の標準乗率

の引下げ」に伴い、不足する介護保険料を補うため、「高所得者の標準乗率

の引上げ」を実施すること。 

３ 介護保険料額の決定 

第９期計画（令和６年度から令和８年度まで）の介護保険料額を決定するこ

と。 

 

今
後
の
取
扱
い 

令和６年１月下旬  第４回高齢者保健福祉推進委員会（諮問・答申） 

  〃  ２月下旬  令和６年３月秦野市議会 第１回定例月会議に議案提出 

  〃  ４月１日  条例施行 
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令和６年１月１５日  

                      高齢介護課作成  

  

秦野市介護保険条例の一部を改正することについて 

 

１ 介護保険サービスの財源構成について 

  介護保険サービスは、原則として費用の１割～３割が利用者負担で、残りの９

割～７割を公費（国・県・市）と介護保険の加入者（被保険者）の介護保険料で負

担する。 

■介護給付費財源構成 

＜居宅給付費＞ ＜施設等給付費＞ 

※国の負担分のうち、財政調整交付金として全国平均で５％が各市町村間の高齢者

の年齢構成や所得分布に応じて交付される。交付割合が５％割合未満の場合は、差

分が第１号被保険者の負担となる。 

■地域支援事業費財源構成 

＜介護予防・日常生活支援総合事業＞ ＜包括的支援事業、任意事業＞ 

 

 

資料1 
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保険料, 
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保険料, 
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調整交付

金（国）, 
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国, 20%

県, 

12.50%

市, 
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第１号
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保険料, 
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保険料, 

23%

国, 

38.50%

県, 

19.25%

市, 

19.25%
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２ 第９期介護保険事業費の構成について 

第９期計画期間における３年間の介護給付費等総額は、要介護認定者数、利用

者数の伸び、サービスの利用実績、介護報酬改定の影響（＋１．５９％）等から、

約４５０億円と見込んでいます。 

この介護給付費総額から第１号被保険者負担分相当額を算出し、調整交付金見

込額、介護保険給付費等準備基金の取崩し額等を勘案したうえで、保険料収納必

要額を算出します。 

 

 第８期計画 第９期計画 前計画 
比 

A 介護給付費等総額 A=B+C 40,100,215 千円 44,992,078 千円 ＋12.2％ 

 
B 標準給付費見込額  38,279,641 千円 43,089,426 千円 ＋12.6％ 

C 地域支援事業費  1,820,574 千円 1,902,652 千円 ＋ 4.5％ 

D 第 1 号被保険者負担分相当額 D=A×E 9,223,049 千円 10,348,178 千円 ＋12.2％ 

 E 第１号被保険者負担割合  23.0％ 23.0%  

F 保険料収納必要額 F=D+G-H-
I-J+K 

9,632,951 千円 11,200,137 千円 ＋16.3％ 

 G 調整交付金相当額  1,956,614 千円 2,195,781 千円 ＋12.2％ 

 H 調整交付金見込額  414,572 千円 815,322 千円 ＋96.7％ 

 I 介護保険給付費等準備基金取崩額  970,000 千円 420,000 千円 －56.7％ 

 J 保険者機能強化推進交付金  186,000 千円 120,000 千円 －35.5％ 

 K 特別給付費  23,860 千円 11,500 千円 －51.8％ 

L 予定保険料調定額 L＝F/M 9,718,473 千円 11,293,876 千円 ＋16.2％ 

 M 予定保険料収納率  99.12％ 99.17%  

 

３ 介護給付費財政調整交付金の見直し 

 介護給付費財政調整交付金は、市町村ごとの後期高齢者加入割合及び所得段階

別被保険者割合の格差調整のため、交付されるものです。 

第９期計画では、介護給付費財政調整交付金の所得段階及び所得段階別加入割

合補正係数の見直しを行い、保険者ごとの所得分布状況に係る調整機能を強化さ

れます。 
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【上記見直し反映後の調整交付金】               単位：円 

 R6 R7 R8 合計 

相当額 702,311,103 730,505,708 762,963,738 2,195,780,549 

見込額 189,624,000 273,209,000 352,489,000 815,322,000 

割合 1.35％ 1.87％ 2.31％ - 

 ※相当額－見込額＝第１号被保険者の負担 

 

４ 介護保険給付費準備基金について 

第８期計画では、計画策定当初、第９期への繰り越しは約２億程度を見込んで

いましたが、新型感染症による利用控えなどの影響から次期計画に繰り越せる基

金残高は予想を上回る５億円程度になる見込みです。 

第９期計画においては、高齢者人口の自然増だけでなく、介護職員の処遇改善

や物価高騰対策などに配慮した介護報酬改定の影響により介護給付費は増加傾向

にあります。市民負担をなるべく軽減するため、積立額５億円のうち、４億２千

万円の取崩しを行い、介護保険料の抑制を図るものです。 

なお、取崩額１億円の介護保険料への影響は、約５４円です。 

                              【単位：円】 

 ※令和５年度実績見込み 

 

５ 保険者機能強化推進交付金及び保険者努力支援交付金について 

  ２つの交付金は、市町村が行う高齢者の自立支援、重度化防止、介護予防等に

向けた取り組みについて、国が示す評価指標に基づき評価されるものであり、交

付金の使途は、地域支援事業や保健福祉事業に充当することができます。 

本市では、平成３０年度の交付金創設以降、高い評価を取得しているため、全

国でも交付率が高い市町村となります。 

令和５年度からは、国において交付金の予算規模を３／４とする見直しが行わ

れたため、交付額も３/４程度に減額される予定です。 

 R6 R7 R8 合計 

保険者機能 20,000 千円 20,000 千円 20,000 千円 60,000 千円 

努力支援 20,000 千円 20,000 千円 20,000 千円 60,000 千円 

合計 120,000 千円 

 

 

 

 
第８期計画 実績見込み 

R3 R4 R5 

年度当初積立額 1,189,946,834 1,036,415,566 841,802,135 

取崩額（予算） 321,338,000 425,255,000 558,498,000 

取崩額（決算） 250,000,000 310,000,000 520,000,000※ 

前年度繰越額 96,468,732 115,386,569 178,239,788 

年度末積立額 1,036,415,566 841,802,135 500,041,923※ 
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６ 介護保険料に係る算出方法の改定について 

  第９期計画の介護保険料を算出するに当たり、国通知に基づく「標準段階の多

段階化」及び基準所得金額の見直し、「低所得者の標準乗率の引下げ」及び「高所

得者の標準乗率の引上げ」による算出方法の見直しを行います。 

（１）「標準段階の多段階化」及び基準所得金額の見直しについて 

  国は標準段階を９段階から１３段階に変更します。本市では、現在１３段階で

すが、介護保険料の上昇抑制を図るため、１６段階を採用するものです。また、

所得区分について国標準を参考に見直します。 

【本市の介護保険料所得段階等の経過】 

 第６期 第７期 第８期 

 割合 所得段階 割合 所得段階 割合 所得段階 

６段階 1.15 120 万円未満 1.12 120 万円未満 1.12 120 万円未満 

７段階 1.25 200 万円未満 1.25 200 万円未満 1.25 210 万円未満 

８段階 1.50 400 万円未満 1.40 300 万円未満 1.40 320 万円未満 

９段階 1.70 600 万円未満 1.50 400 万円未満 1.50 400 万円未満 

１０段階 1.90 800 万円未満 1.70 600 万円未満 1.70 600 万円未満 

１１段階 2.10 1000 万円未満 1.90 800 万円未満 1.90 800 万円未満 

１２段階 2.30 1000 万円以上 2.10 1000 万円未満 2.10 1000 万円未満 

１３段階   2.30 1000 万円以上 2.30 1000 万円以上 

※国が示す標準所得段階 

・第１期～第５期：５段階 

・第６期～第８期：９段階 

 

（２）「低所得者の標準乗率の引下げ」について 

  消費税増税に伴い、第１段階から第３段階の低所得者を対象に標準乗率の引下

げを平成３０年度から実施していますが、第９期計画では、低所得者の物価高騰

などの影響を考慮し、国標準を準用し、軽減を強化します。この軽減分は高所得

者の標準乗率を引き上げることで充当します。なお、従来の軽減分は、低所得者

保険料軽減額として、国１／２、県１/４が交付され、充当されています。 

第８期計画  第９期計画 

段階数 １段階 ２段階 ３段階  段階数 １段階 ２段階 ３段階 

標準乗率 0.5 0.75 0.75  標準乗率 0.455 0.685 0.69 

公費軽減割合 0.2 0.25 0.05  公費軽減割合 0.17 0.2 0.05 

最終乗率 0.3 0.5 0.7  最終乗率 0.285 0.485 0.685 

（３）「高所得者の標準乗率の引上げ」について 

低所得者の保険料上昇を抑制する観点から高所得者の標準乗率の引上げを行い

ます。割合については国標準を参考に見直します。 
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■第８期介護保険料と第 9 期介護保険料の変更点 

段階(割合) 対象者 

 

段階(割合) 対象者 

第１段階 

（0.50）↓ 

(0.30) 

本
人
が
住
民
税
非
課
税 

世
帯
全
員
非
課
税 

生活保護受給者または課税年

金収入と合計所得金額の合計

が 80 万円以下の人 

第１段階 

（0.455）↓ 

(0.285)  

本
人
が
住
民
税
非
課
税 

世
帯
全
員
非
課
税 

生活保護受給者または課税年

金収入と合計所得金額の合計

が 80 万円以下の人 

第２段階 

（0.65）↓ 

(0.50) 

課税年金収入と合計所得金額

の合計が 120 万円以下の人 

第２段階 

（0.685）↓ 

(0.485)  

課税年金収入と合計所得金額

の合計が 120 万円以下の人 

第３段階 

（0.75）↓ 

(0.70) 

課税年金収入と合計所得金額

の合計が 120 万円を超える人 

第３段階 

（0.69）↓ 

(0.685)  

課税年金収入と合計所得金額

の合計が 120 万円を超える人 

第４段階 

(0.90) 世
帯
課
税 

課税年金収入と合計所得金額

の合計が 80 万円以下の人 

第４段階 

(0.90) 世
帯
課
税 

課税年金収入と合計所得金額

の合計が 80 万円以下の人 

第５段階 

(1.00) 

課税年金収入と合計所得金額

の合計が 80 万円を超える人 

第５段階 

(1.00) 

課税年金収入と合計所得金額

の合計が 80 万円を超える人 

第６段階 

(1.12) 

本
人
が
住
民
税
課
税 

前年の合計所得金額が 120 万円未

満の人 

第６段階 

(1.20) 

本
人
が
住
民
税
課
税 

前年の合計所得金額が 120 万円未

満の人 

第７段階 

(1.25) 

前年の合計所得金額が 120 万円以

上 2１0 万円未満の人 

第７段階 

(1.30) 

前年の合計所得金額が 120 万円以

上 210 万円未満の人 

第８段階 

(1.40) 

前年の合計所得金額が 2１0 万円以

上 3２0 万円未満の人 

第８段階 

(1.50) 

前年の合計所得金額が 210 万円以

上 320 万円未満の人 

第９段階

(1.50) 

前年の合計所得金額が 3２0 万円以

上 400 万円未満の人 

第９段階 

(1.70) 

前年の合計所得金額が 320 万円以

上 420 万円未満の人 

第 10 段階 

(1.70) 

前年の合計所得金額が 400 万円以

上 600 万円未満の人 

第 10 段階 

(1.90) 

前年の合計所得金額が 420 万円以

上 520 万円未満の人 

第 11 段階 

(1.90) 

前年の合計所得金額が 600 万円以

上 800 万円未満の人 

第 11 段階 

(2.10) 

前年の合計所得金額が 520 万円以

上 620 万円未満の人 

第 12 段階 

(2.10) 

前年の合計所得金額が 800 万円以

上 1,000 万円未満の人 

第 12 段階 

(2.30) 

前年の合計所得金額が 620 万円以

上 720 万円未満の人 

第 13 段階 

(2.30) 

前年の合計所得金額が 1,000 万円

以上の人 

第 13 段階 

(2.40) 

前年の合計所得金額が 720 万円以

上 1,000 万円未満の人 

設定なし 

第 1４段階 

(2.50) 

前年の合計所得金額が 1,000 万円

以上 1,500 万円未満の人 

第 1５段階 

(2.60) 

 
前年の合計所得金額が 1,500 万円

以上 2,000 万円未満の人 

 第 1６段階 

(2.70) 

 
前年の合計所得金額が 2,000 万円

以上の人 
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７ 第９期介護保険料について 

（１） 所得別介護保険料    

第８期計画（基準月額5,390円）  第９期計画（基準月額5,950円） 

段階 係数 年額① 係数 年額② 差（②－①） 

１段階 0.30 19,400円 0.285（-0.015） 20,340円 ＋940円

２段階 0.50 32,340円 0.485（-0.015） 34,620円 ＋2,280円

３段階 0.70 45,270円 0.685（-0.015） 48,900円 ＋3,630円

４段階 0.90 58,210円 0.90（±0） 64,260円 ＋6,050円

５段階 1.00 64,680円 1.00（±0） 71,400円 ＋6,720円

６段階 1.12 72,440円 1.20（+0.08） 85,680円 ＋13,240円

７段階 1.25 80,850円 1.30（+0.05） 92,820円 ＋11,970円

８段階 1.40 90,550円 1.50（+0.1） 107,100円 ＋16,550円

９段階 1.50 97,020円 1.70（+0.2） 121,380円 ＋24,360円

１０段階 1.70 109,950円 1.90（+0.2） 135,660円 ＋25,710円

１１段階 1.90 122,890円 2.10（+0.2） 149,940円 ＋27,050円

１２段階 2.10 135,820円 2.30（+0.2） 164,220円 ＋28,400円

１３段階 2.30 148,760円 2.40（+0.1） 171,360円 ＋22,600円

１４段階 

設定なし 

2.50 178,500円 - 

１５段階 2.60 185,640円 - 

１６段階 2.70 192,780円 - 

 

（２） 介護保険料基準月額の推移について 

基準月額の推移は、徐々に増え続けている状況です。 

 

2,780円 2,890円
3,750円 4,000円

4,790円 5,200円 5,390円 5,390円
5,950円

第１期… 第２期… 第３期… 第４期… 第５期… 第６期… 第７期… 第８期… 第９期…
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区分
所得段階（負担
割合）保険料額

区分
所得段階（負担
割合）保険料額

第１段階 第１段階

（基準額×0.3） （基準額×0.285）

年額　19,400円 年額　20,340円

第２段階 第２段階

（基準額×0.5） （基準額×0.485）

年額　32,340円 年額　34,620円

第３段階 第３段階

（基準額×0.7） （基準額×0.685）

年額　45,270円 年額　48,900円

第４段階 第４段階

（基準額×0.9） （基準額×0.9）

年額　58,210円 年額　64,260円

第５段階 第５段階

（基準額） （基準額）

年額　64,680円 年額　71,400円

第６段階 第６段階

（基準額×1.12） （基準額×1.2）

年額　72,440円 年額　85,680円

第７段階 第７段階

（基準額×1.25） （基準額×1.3）

年額　80,850円 年額　92,820円

第８段階 第８段階

（基準額×1.4） （基準額×1.5）

年額　90,550円 年額　107,100円

第９段階 第９段階

（基準額×1.5） （基準額×1.7）

年額　97,020円 年額　121,380円

第１０段階 第１０段階

（基準額×1.7） （基準額×1.9）

年額　109,950円 年額　135,660円

第１１段階 第１１段階

（基準額×1.9） （基準額×2.1）

年額　122,890円 年額　149,940円

第１２段階 第１２段階

（基準額×2.1） （基準額×2.3）

年額　135,820円 年額　164,220円

第１３段階 第１３段階

（基準額×2.3） （基準額×2.4）

年額　148,760円 年額　171,360円

第１４段階

（基準額×2.5）

年額　178,500円

第１５段階

（基準額×2.6）

年額　185,640円

第１６段階

（基準額×2.7）

年額　192,780円

前年の合計所得金額（特別控除後）
の合計が1,000万円以上1,500万円未
満の人

前年の合計所得金額（特別控除後）
の合計が1,500万円以上2,000万円未
満の人

前年の合計所得金額（特別控除
後）の合計が1,000万円以上の人

前年の合計所得金額（特別控除後）
の合計が2,000万円以上の人

前年の合計所得金額（特別控除
後）の合計が400万円以上600万
円未満の人

前年の合計所得金額（特別控除後）
の合計が420万円以上520万円未満の
人

前年の合計所得金額（特別控除
後）の合計が600万円以上800万
円未満の人

前年の合計所得金額（特別控除後）
の合計が520万円以上620万円未満の
人

前年の合計所得金額（特別控除後）
の合計が720万円以上1,000万円未満
の人

前年の合計所得金額（特別控除
後）の合計が800万円以上1,000
万円未満の人

前年の合計所得金額（特別控除後）
の合計が620万円以上720万円未満の
人

課税年金収入と合計所得金額
（特別控除後）の合計が120万円
を超える人

世
帯
課
税

課税年金収入と合計所得金額
（特別控除後）の合計が80万円
以下の人

課税年金収入と合計所得金額
（特別控除後）の合計が80万円
を超える人

本
人
が
住
民
税
課
税

前年の合計所得金額（特別控除
後）の合計が120万円未満の人

前年の合計所得金額（特別控除
後）の合計が120万円以上210万
円未満の人

前年の合計所得金額（特別控除
後）の合計が210万円以上320万
円未満の人

前年の合計所得金額（特別控除
後）の合計が320万円以上400万
円未満の人

区分追加

世
帯
全
員
非
課
税

生活保護受給者又は、課税年金
収入と合計所得金額（特別控除
後）の合計が80万円以下の人

変更なし

前年の合計所得金額（特別控除後）
の合計が320万円以上420万円未満の
人

課税年金収入と合計所得金額
（特別控除後）の合計が80万円
～120万円の人

　　　　介護保険料について

改正前 改正後

本
人
が
住
民
税
非
課
税

議案第 号資料

13

02366
テキストボックス
資料３



議案第 号  

 

   秦野市介護保険条例の一部を改正することについて 

 

 秦野市介護保険条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。 

 

  令和６年 月 日提出 

 

秦野市長 高 橋 昌 和  

 

 

提案理由 

 介護保険法施行令の一部改正に伴い、６５歳以上の介護保険被保険者に係る

保険料について、負担能力に応じた適切な賦課をするため、その所得等に応じ

た区分を１３段階から１６段階に改めたうえで令和６年度から令和８年度まで

の保険料率を定めるため、改正するものであります。 
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秦野市条例第  号  

 

   秦野市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

秦野市介護保険条例（平成１２年秦野市条例第５号）の一部を次のように改

正する。 

第４条第１項の表以外の部分中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和

６年度から令和８年度まで」に改め、同項の表第１号中「０．５」を 

「０．４５５」に、「３２，３４０円」を「３２，４８０円」に改め、同表第

２号中「０．６５」を「０．６８５」に、「４２，０４０円」を 

「４８，９００円」に改め、同表第３号中「０．７５」を「０．６９」に、

「４８，５１０円」を「４９，２６０円」に改め、同表第４号中 

「５８，２１０円」を「６４，２６０円」に改め、同表第５号中 

「６４，６８０円」を「７１，４００円」に改め、同表第６号中「又は第１２

号イ」を「、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」に、

「１．１２」を「１．２」に、「７２，４４０円」を「８５，６８０円」に改

め、同表第７号中「又は第１２号イ」を「、第１２号イ、第１３号イ、第１４

号イ又は第１５号イ」に、「１．２５」を「１．３」に、「８０，８５０円」

を「９２，８２０円」に改め、同表第８号中「又は第１２号イ」を「、第１２

号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」に、「１．４」を「１．５」

に、「９０，５５０円」を「１０７，１００円」に改め、同表第９号中 

「４００万円」を「４２０万円」に、「又は第１２号イ」を「、第１２号イ、

第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」に、「１．５」を「１．７」に、

「９７，０２０円」を「１２１，３８０円」に改め、同表第１０号中「６００

万円」を「５２０万円」に、「又は第１２号イ」を「、第１２号イ、第１３号

イ、第１４号イ又は第１５号イ」に、「１．７」を「１．９」に、 

「１０９，９５０円」を「１３５，６６０円」に改め、同表第１１号中 

「８００万円」を「６２０万円」に、「又は次号イ」を「、次号イ、第１３号

イ、第１４号イ又は第１５号イ」に、「１．９」を「２．１」に、 

「１２２，８９０円」を「１４９，９４０円」に改め、同表中 

「 

 (12) 次のいずれかに該当する者 

  ア 合計所得金額が１，０００万円 

２．１ １３５，８２０円  
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未満である者であり、かつ、前各

号のいずれにも該当しないもの 

  イ 要保護者であって、その者が課

される保険料額についてこの号の

区分による額を適用されたならば

保護を必要としない状態となるも

の（政令第３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除く。）に

該当する者を除く。） 

   

を 

(13) 前各号のいずれにも該当しない者 ２．３ １４８，７６０円  

                                  」 

「 

 (12) 次のいずれかに該当する者 

  ア 合計所得金額が７２０万円未満

である者であり、かつ、前各号の

いずれにも該当しないもの 

２．３ １６４，２２０円 

 

  イ 要保護者であって、その者が課

される保険料額についてこの号の

区分による額を適用されたならば

保護を必要としない状態となるも

の（政令第３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除く。）、

次号イ、第１４号イ又は第１５号

イに該当する者を除く。） 

   

(13) 次のいずれかに該当する者 

  ア 合計所得金額が１，０００万円

未満である者であり、かつ、前各

号のいずれにも該当しないもの 

  イ 要保護者であって、その者が課

される保険料額についてこの号の

区分による額を適用されたならば

保護を必要としない状態となるも

の（政令第３９条第１項第１号イ 

２．４ １７１，３６０円  
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（（１）に係る部分を除く。）、

次号イ又は第１５号イに該当する

者を除く。） 

   

(14) 次のいずれかに該当する者 

  ア 合計所得金額が１，５００万円

未満である者であり、かつ、前各

号のいずれにも該当しないもの 

  イ 要保護者であって、その者が課

される保険料額についてこの号の

区分による額を適用されたならば

保護を必要としない状態となるも

の（政令第３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除く。）又 

は次号イに該当する者を除く。） 

２．５ １７８，５００円 に 

(15) 次のいずれかに該当する者 

  ア 合計所得金額が２，０００万円

未満である者であり、かつ、前各

号のいずれにも該当しないもの 

  イ 要保護者であって、その者が課

される保険料額についてこの号の

区分による額を適用されたならば

保護を必要としない状態となるも

の（政令第３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除く。）に

該当する者を除く。） 

２．６ １８５，６４０円  

(16) 前各号のいずれにも該当しない者 ２．７ １９２，７８０円  

                                  」 

改め、同条第２項第１号中「１９，４００円」を「２０，３４０円」に改め、

同項第２号中「３２，３４０円」を「３４，６２０円」に改め、同項第３号中

「４５，２７０円」を「４８，９００円」に改める。 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の秦野市介護保険条例第４条の規定は、令和６年度

分の保険料から適用し、令和５年度以前の年度分の保険料については、なお

従前の例による。 
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議案第 号 秦野市介護保険条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

新 旧 

（保険料率等） （保険料率等） 

第４条 令和６年度から令和８年度までの各年度における、法第

９条第１号に規定する者（以下「第１号被保険者」という。）

の介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「政

令」という。）第３９条第１項各号に掲げる区分に応じる割合

及び保険料率は、次の表のとおりとする。 

第４条 令和３年度から令和５年度までの各年度における、法第

９条第１号に規定する者（以下「第１号被保険者」という。）

の介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「政

令」という。）第３９条第１項各号に掲げる区分に応じる割合

及び保険料率は、次の表のとおりとする。 

区 分 割 合 保険料率（年額） 

(1) 政令第３９条第１項第１

号に掲げる者 

０．４５５ ３２，４８０円 

(2) 同項第２号に掲げる者 ０．６８５ ４８，９００円 

(3) 同項第３号に掲げる者 ０．６９ ４９，２６０円 

(4) 同項第４号に掲げる者 ０．９ ６４，２６０円 

 (5) 同項第５号に掲げる者 １．０ ７１，４００円 

 (6) 次のいずれかに該当する

  者 

ア 地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第 

２９２条第１項第１３号

に規定する合計所得金額 

１．２ ８５，６８０円 

区 分 割 合 保険料率（年額） 

(1) 政令第３９条第１項第１

号に掲げる者 

０．５ ３２，３４０円 

(2) 同項第２号に掲げる者 ０．６５ ４２，０４０円 

(3) 同項第３号に掲げる者 ０．７５ ４８，５１０円 

(4) 同項第４号に掲げる者 ０．９ ５８，２１０円 

 (5) 同項第５号に掲げる者 １．０ ６４，６８０円 

(6) 次のいずれかに該当する

  者 

ア 地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第 

２９２条第１項第１３号

に規定する合計所得金額 

１．１２ ７２，４４０円 
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（租税特別措置法（昭和

３２年法律第２６号）第

３３条の４第１項若しく

は第２項、第３４条第１

項、第３４条の２第１

項、第３４条の３第１

項、第３５条第１項、第

３５条の２第１項、第 

３５条の３第１項又は第

３６条の規定の適用があ

るときは、その合計所得

金額から政令第２２条の

２第２項に規定する特別

控除額を控除して得た額

とし、その合計所得金額

が零を下回るときは、零

とする。以下この項にお

いて「合計所得金額」と

いう。）が１２０万円未

満である者であり、か

つ、前各号のいずれにも

該当しないもの 

  （租税特別措置法（昭和

３２年法律第２６号）第

３３条の４第１項若しく

は第２項、第３４条第１

項、第３４条の２第１

項、第３４条の３第１

項、第３５条第１項、第

３５条の２第１項、第 

３５条の３第１項又は第

３６条の規定の適用があ

るときは、その合計所得

金額から政令第２２条の

２第２項に規定する特別

控除額を控除して得た額

とし、その合計所得金額

が零を下回るときは、零

とする。以下この項にお

いて「合計所得金額」と

いう。）が１２０万円未

満である者であり、か

つ、前各号のいずれにも

該当しないもの 
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イ 要保護者であって、そ

の者が課される保険料額

についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ、第８号

イ、第９号イ、第１０号

イ、第１１号イ、第１２

号イ、第１３号イ、第 

１４号イ又は第１５号イ

に該当する者を除く。） 

  

 (7) 次のいずれかに該当する

者 

ア 合計所得金額が２１０

万円未満である者であ

り、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、そ

の者が課される保険料額 

１．３ ９２，８２０円 

イ 要保護者であって、そ

の者が課される保険料額

についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ、第８号

イ、第９号イ、第１０号

イ、第１１号イ又は第 

１２号イに該当する者を

除く。） 

 

  

(7) 次のいずれかに該当する

者 

ア 合計所得金額が２１０

万円未満である者であ

り、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、そ

の者が課される保険料額 

１．２５ ８０，８５０円 
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についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ、第９号

イ、第１０号イ、第１１

号イ、第１２号イ、第 

１３号イ、第１４号イ又

は第１５号イに該当する

者を除く。） 

  

 (8) 次のいずれかに該当する

者 

ア 合計所得金額が３２０

万円未満である者であ

り、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、そ

の者が課される保険料額

についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら 

１．５ １０７，１００

円 

についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ、第９号

イ、第１０号イ、第１１

号イ又は第１２号イに該

当する者を除く。） 

 

 

  

(8) 次のいずれかに該当する

者 

ア 合計所得金額が３２０

万円未満である者であ

り、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、そ

の者が課される保険料額

についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら 

１．４ ９０，５５０円 
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ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ、第１０

号イ、第１１号イ、第 

１２号イ、第１３号イ、

第１４号イ又は第１５号

イに該当する者を除

く。） 

  

 (9) 次のいずれかに該当する

者 

ア 合計所得金額が４２０

万円未満である者であ

り、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、そ

の者が課される保険料額

についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

１．７ １２１，３８０

円 

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ、第１０

号イ、第１１号イ又は第

１２号イに該当する者を

除く。） 

 

 

  

 (9) 次のいずれかに該当する

者 

ア 合計所得金額が４００

万円未満である者であ

り、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、そ

の者が課される保険料額

についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

１．５ ９７，０２０円 
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３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ、第１１

号イ、第１２号イ、第 

１３号イ、第１４号イ又

は第１５号イに該当する

者を除く。） 

  

(10) 次のいずれかに該当する

  者 

ア 合計所得金額が５２０

万円未満である者であ

り、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、そ

の者が課される保険料額

についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除 

く。）、次号イ、第１２ 

１．９ １３５，６６０

円 

３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ、第１１

号イ又は第１２号イに該

当する者を除く。） 

 

 

  

(10) 次のいずれかに該当する

  者 

ア 合計所得金額が６００

万円未満である者であ

り、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、そ

の者が課される保険料額

についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ又は第 

１．７ １０９，９５０

円 
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号イ、第１３号イ、第 

１４号イ又は第１５号イ

に該当する者を除く。） 

  

 (11) 次のいずれかに該当する

者 

ア 合計所得金額が６２０

万円未満である者であ

り、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、そ

の者が課される保険料額

についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ、第１３

号イ、第１４号イ又は第

１５号イに該当する者を

除く。） 

２．１ １４９，９４０

円 

(12) 次のいずれかに該当する ２．３ １６４，２２０ 

１２号イに該当する者を

除く。） 

 

  

 (11) 次のいずれかに該当する

者 

ア 合計所得金額が８００

万円未満である者であ

り、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、そ

の者が課される保険料額

についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除

く。）又は次号イに該当

する者を除く。） 

 

 

１．９ １２２，８９０

円 

(12) 次のいずれかに該当する ２．１ １３５，８２０ 
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 者 

ア 合計所得金額が７２０

万円未満である者であ

り、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

 

イ 要保護者であって、そ

の者が課される保険料額

についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ、第１４

号イ又は第１５号イに該

当する者を除く。） 

 円 

 (13) 次のいずれかに該当する

  者 

  ア 合計所得金額が 

１，０００万円未満であ

る者であり、かつ、前各 

２．４ １７１，３６０

円 

  者 

ア 合計所得金額が 

１，０００万円未満であ

る者であり、かつ、前各

号のいずれにも該当しな

いもの 

イ 要保護者であって、そ

の者が課される保険料額

についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除

く。）に該当する者を除

く。） 

 

 円 

 (13) 前各号のいずれにも該当

しない者 

２．３ １４８，７６０

円 
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号のいずれにも該当しな

いもの 

  イ 要保護者であって、そ

の者が課される保険料額

についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

３９条第１項第１号イ 

（（１）に係る部分を除

く。）、次号イ又は第 

１５号イに該当する者を

除く。） 

  

 (14) 次のいずれかに該当する

  者 

  ア 合計所得金額が 

１，５００万円未満であ

る者であり、かつ、前各

号のいずれにも該当しな

いもの 

  イ 要保護者であって、そ

   の者が課される保険料額 

２．５ １７８，５００

円 
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   についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除

く。）又は次号イに該当

する者を除く。） 

  

 (15) 次のいずれかに該当する

者 

  ア 合計所得金額が 

２，０００万円未満であ

る者であり、かつ、前各

号のいずれにも該当しな

いもの 

  イ 要保護者であって、そ

の者が課される保険料額

についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

３９条第１項第１号イ 

２．６ １８５，６４０

円 

28



 

- 11 - 

（（１）に係る部分を除

く。）に該当する者を除

く。） 

  

 (16) 前各号のいずれにも該当

しない者 

２．７ １９２，７８０

円 
 

２ 前項の表第１号から第３号までに掲げる第１号被保険者につ

いての減額賦課に係る保険料率は、同表の規定にかかわらず、

次に掲げる額とする。 

２ 前項の表第１号から第３号までに掲げる第１号被保険者につ

いての減額賦課に係る保険料率は、同表の規定にかかわらず、

次に掲げる額とする。 

(1) 前項の表第１号に掲げる第１号被保険者 ２０，３４０円 (1) 前項の表第１号に掲げる第１号被保険者 １９，４００円 

(2) 前項の表第２号に掲げる第１号被保険者 ３４，６２０円 (2) 前項の表第２号に掲げる第１号被保険者 ３２，３４０円 

(3) 前項の表第３号に掲げる第１号被保険者 ４８，９００円 (3) 前項の表第３号に掲げる第１号被保険者 ４５，２７０円 

  

  

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

（適用区分）  

２ この条例による改正後の秦野市介護保険条例第４条の規定

は、令和６年度分の保険料から適用し、令和５年度以前の年度

分の保険料については、なお従前の例による。 
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